
令和７年度第３回理事会議事録 

 

山口県国民健康保険団体連合会 

 

１ 開催日時及び場所 

令和８年２月１６日（月） 午後１時３０分から 

国保会館３階理事会室 

 

２ 出席理事名 

 理 事 長 池 田   豊 

 副理事長 篠 田 洋 司（書面出席） 

  〃   花 田 憲 彦  

理  事 前 田 晋太郎（書面出席） 

  〃   福 田 良 彦（書面出席） 

  〃   國 井 益 雄（書面出席） 

〃   東   浩 二（書面出席） 

   〃   加 藤 智 栄 

  〃   石 丸 泰 隆 

常務理事 藤 田 昭 弘 

 

３ 議題 

議案第１号 山口県国民健康保険団体連合会規則等の制定、廃止及び 

一部改正について 

     （１）山口県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規則の 

制定について 

   （２）山口県国民健康保険団体連合会職員設置規則の一部改正に 

ついて 

（３）山口県国民健康保険団体連合会事務局組織規則の一部改正に 

ついて 

   （４）山口県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部改正に 

ついて  

  （５）山口県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部改正に 

ついて 

（６）山口県国民健康保険団体連合会職員退職手当支給規則の一部 

改正について 

（７）山口県国民健康保険団体連合会旅費規則の一部改正について 

（８）山口県国民健康保険団体連合会職員懲戒審査委員会規程の 

一部改正について  

   （９）山口県国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払業務取扱 



規程の一部改正について  

   （10）山口県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程 

      の一部改正について  

（11）山口県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会委員 

   の報酬等に関する規程の一部改正について  

（12）山口県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関する規程の 

廃止について  

議案第２号 令和８年度保険者以外分に係る手数料の単価について 

議案第３号 令和７年度保険者以外分に係る手数料の単価について 

議案第４号 令和７年度第２回通常総会に提出する議案について 

（１）山口県国民健康保険団体連合会退職給付引当資産の一部を 

処分することについて   

（２）山口県国民健康保険団体連合会減価償却引当資産の一部を 

処分することについて  

（３）山口県国民健康保険団体連合会特別会計電算処理システム 

導入作業経費積立資産の一部を処分することについて 

（４）山口県国民健康保険団体連合会特別会計ＩＣＴ等を活用した 

審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産の一部を 

処分することについて  

（５）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出 

予算補正について（第二次）  

（６）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払 

特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について（第三次） 

（７）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療 

事業関係業務特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について 

（第二次） 

     （８）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療 

事業関係業務特別会計歳入歳出予算補正〔公費負担医療に 

関する診療報酬支払勘定〕について（第一次）  

（９）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会退職給与積立金 

特別会計歳入歳出予算補正について（第一次） 

（10）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定 

保健指導等事業特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕に 

ついて（第二次） 

（11）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係 

業務特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について（第二次） 

（12）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係 

業務特別会計歳入歳出予算補正〔公費負担医療に関する 

報酬等支払勘定〕について（第一次）  



（13）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法 

関係業務等特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について 

（第二次）   

（14）令和８年度山口県国民健康保険団体連合会基本方針について  

（15）令和８年度負担金及び手数料の賦課徴収について  

（16）令和８年度事業運営のつなぎ資金としての一時借入金を借り 

入れることについて  

（17）令和８年度山口県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出 

予算について  

（18）令和８年度山口県国民健康保険団体連合会特別会計歳入歳出 

予算について 

 ○診療報酬審査支払特別会計  

       ○後期高齢者医療事業関係業務特別会計  

       ○第三者行為求償事務共同事業特別会計  

       ○退職給与積立金特別会計 

       ○特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 

       ○介護保険事業関係業務特別会計 

       ○障害者総合支援法関係業務等特別会計 

（19）役員の選任について 

議案第５号 令和７年度第２回通常総会の招集について 

議案第６号 山口県国民健康保険団体連合会事務局長の任命について 

議案第７号 令和７年度山口県国民健康保険団体連合会表彰の被表彰者に 

ついて 

 

 報告第１号 令和７年度山口県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払 

特別会計歳入歳出予算補正(弾力条項適用)〔業務勘定〕に 

ついて 

 報告第２号 山口県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部改正に 

係る専決処分について  

 報告第３号 専決処分による予算補正について 

    （１）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出 

予算補正について（第一次） 

     （２）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払 

特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について（第二次） 

（３）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会特定健康診査・ 

特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕に 

ついて（第一次） 

    （４）令和７年度山口県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法 

関係業務等特別会計歳入歳出予算補正〔業務勘定〕について 



（第一次） 

 報告第４号 審査支払システムの共同開発の基本方針及び国保総合シス 

テムの今後の開発について 

 報告第５号 中期経営計画の進捗状況について 

 報告第６号 中期財政見通しの見直しについて 

 報告第７号 労働条件改定の交渉状況につい 

 

４ 議事の経過及びその結果 

  理事の出席状況を報告し、本会規約第３４条第１項及び第３項の規定によ

り、令和７年度第３回理事会が成立していることを報告。 

  議長については、本会規約第３２条第１項の規定により、池田理事長が務め

た。 

  議事録署名理事は、本会規約第３５条の規定により、山口県医師国保組合 

加藤理事、山口県国民健康保険団体連合会 藤田常務理事の２名を議長が指

名した。 

 

（理事長挨拶） 

次のとおり挨拶があった。 

○出席理事に対する謝辞。 

○本日は、規則等の改正、令和７年度予算補正、積立金の処分、令和８年度基

本方針及び当初予算案等の審議、また中期経営計画の進捗状況及び中期財政

見通しの見直し等の報告を受けることとしている。 

 

（常務理事報告） 

藤田常務理事から、令和７年度の会務の運営状況等について理事会へ報告が

あった。 

○保険者とともに歩む連合会 

○国保医療費の動向 

○本会の直面する課題と対応 

（１）全世代型社会保障制度構築への対応 

（２）審査支払機能に関する改革工程表への対応 

（３）医療ＤＸ等への対応 

（４）国保連合会の役割強化の検討への対応 

○中期経営計画の着実な推進と業務の動向等を踏まえた組織体制の整備 

○診療報酬審査支払手数料等の見直し 

  



（議決事項） 

議案第１号の（１）から（12）について規則等の制定、廃止及び一部改正に関

連する議案であるため、一括審議とした。 

議案第１号の（１）から（12）について事務局から提案説明があり、花田副理

事長から介護給付費等審査委員会について質問があり、事務局から回答をした。 

議案第１号の（１）から（12）について採決した結果、全員異議なく原案どお

り可決された。 

  

議案第２号について事務局から提案説明があり、加藤理事から社保分福祉医療

費の支払基金への移管時期について質問があり、事務局から回答をした。 

議案第２号について採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（１）から（４）について令和７年度の積立資産の処分に関連す

る議案であるため、一括議題とした。 

議案第３号の（１）から（４）について事務局から提案説明があり、特に質疑

なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（５）から（13）までは令和７年度の補正予算に関連する議案で

あるため一括議題とした。 

議案第３号の（５）から（13）までについて事務局から提案説明があり、特に

質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（14）について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決し

た結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（15）から議案第３号の（16）までを一括議題とした。 

議案第３号の（15）から議案第３号の（16）までについて事務局から提案説 

明があり、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（17）から議案第３号の（18）までを一括議題とした。 

議案第３号の（17）から議案第３号の（18）までについて事務局から提案説 

明があり、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第３号の（19）について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決し

た結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第４号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、

全員異議なく原案どおり可決された。 

 



議案第５号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

議案第６号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

（報告事項） 

 報告第１号から報告第３号について、事務局から報告があった。特に質疑はな

かった。 

 

報告第４号について、事務局から報告があった。特に質疑はなかった。 

 

報告第５号から報告第６号について、事務局から報告があった。加藤理事から

ＲＰＡを活用し業務の効率化をより推進していくよう意見があった。 

 

報告第７号について、事務局から報告があった。特に質疑はなかった。 


